
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号

鉛
中
毒
予
防
規
則

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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節
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節
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潔
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五
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第
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十
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理
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第
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第
五
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条
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第
七
章
　
保
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具
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（
第
五
十
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第
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第
八
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鉛
作
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主
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技
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第
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十
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）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
鉛
等
　
鉛
、
鉛
合
金
及
び
鉛
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
と
他
と
の
混
合
物
（
焼
結
鉱
、
煙
灰
、
電
解
ス
ラ
イ
ム
及
び
鉱
さ
い
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二
　
焼
結
鉱
等
　
鉛
の
製
錬
又
は
精
錬
を
行
な
う
工
程
に
お
い
て
生
ず
る
焼
結
鉱
、
煙
灰
、
電
解
ス
ラ
イ
ム
及
び
鉱
さ
い
並
び
に
銅
又
は
亜
鉛
の
製
錬
又
は
精
錬
を
行
な
う
工
程
に
お
い
て
生
ず
る
煙
灰
及
び
電
解
ス
ラ
イ
ム
を
い
う
。

三
　
鉛
合
金
　
鉛
と
鉛
以
外
の
金
属
と
の
合
金
で
、
鉛
を
当
該
合
金
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
も
の
を
い
う
。

四
　
鉛
化
合
物
　
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
四
第
六
号
の
鉛
化
合
物
を
い
う
。

五
　
鉛
業
務
　
次
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
令
別
表
第
四
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
七
号
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

イ
　
鉛
の
製
錬
又
は
精
錬
を
行
な
う
工
程
に
お
け
る

ば
い焙

焼
、
焼
結
、
溶
鉱
又
は
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
取
扱
い
の
業
務

ロ
　
銅
又
は
亜
鉛
の
製
錬
又
は
精
錬
を
行
な
う
工
程
に
お
け
る
溶
鉱
（
鉛
を
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
含
有
す
る
原
料
を
取
り
扱
う
も
の
に
限
る
。
）
、
当
該
溶
鉱
に
連
続
し
て
行
な
う
転
炉
に
よ
る
溶
融
又
は
煙
灰
若
し
く
は
電
解
ス
ラ

イ
ム
（
銅
又
は
亜
鉛
の
製
錬
又
は
精
錬
を
行
な
う
工
程
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
に
限
る
。
）
の
取
扱
い
の
業
務

ハ
　
鉛
蓄
電
池
又
は
鉛
蓄
電
池
の
部
品
を
製
造
し
、
修
理
し
、
又
は
解
体
す
る
工
程
に
お
い
て
鉛
等
の
溶
融
、
鋳
造
、
粉
砕
、
混
合
、
ふ
る
い
分
け
、
練
粉
、
充
て
ん
、
乾
燥
、
加
工
、
組
立
て
、
溶
接
、
溶
断
、
切
断
、
若
し
く

は
運
搬
を
し
、
又
は
粉
状
の
鉛
等
を
ホ
ツ
パ
ー
、
容
器
等
に
入
れ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
か
ら
取
り
出
す
業
務

ニ
　
電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
の
溶
融
、
被
鉛
、

は
く剝

鉛
又
は
被
鉛
し
た
電
線
若
し
く
は
ケ
ー
ブ
ル
の
加
硫
若
し
く
は
加
工
の
業
務

ホ
　
鉛
合
金
を
製
造
し
、
又
は
鉛
若
し
く
は
鉛
合
金
の
製
品
（
鉛
蓄
電
池
及
び
鉛
蓄
電
池
の
部
品
を
除
く
。
）
を
製
造
し
、
修
理
し
、
若
し
く
は
解
体
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
若
し
く
は
鉛
合
金
の
溶
融
、
鋳
造
、
溶
接
、
溶
断
、
切

断
若
し
く
は
加
工
又
は
鉛
快
削
鋼
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
の
鋳
込
の
業
務

ヘ
　
鉛
化
合
物
を
製
造
す
る
工
程
に
お
い
て
鉛
等
の
溶
融
、
鋳
造
、
粉
砕
、
混
合
、
空
冷
の
た
め
の

か
く
は
ん

攪
拌
、
ふ
る
い
分
け
、

か

〔
か
〕
焼
、
焼
成
、
乾
燥
若
し
く
は
運
搬
を
し
又
は
粉
状
の
鉛
等
を
ホ
ツ
パ
ー
、
容
器
等
に
入
れ
、
若
し

く
は
こ
れ
ら
か
ら
取
り
出
す
業
務

ト
　
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
の
業
務
（
仕
上
げ
の
業
務
を
含
む
。
）

チ
　
ゴ
ム
若
し
く
は
合
成
樹
脂
の
製
品
、
含
鉛
塗
料
又
は
鉛
化
合
物
を
含
有
す
る
絵
具
、

ゆ
う釉

薬
、
農
薬
、
ガ
ラ
ス
、
接
着
剤
等
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
等
の
溶
融
、
鋳
込
、
粉
砕
、
混
合
若
し
く
は
ふ
る
い
分
け
又
は
被
鉛

若
し
く
は

は
く剝

鉛
の
業
務

リ
　
自
然
換
気
が
不
十
分
な
場
所
に
お
け
る
は
ん
だ
付
け
の
業
務

ヌ
　
鉛
化
合
物
を
含
有
す
る

ゆ
う釉

薬
を
用
い
て
行
な
う
施

ゆ
う釉

又
は
当
該
施

ゆ
う釉

を
行
な
つ
た
物
の
焼
成
の
業
務

ル
　
鉛
化
合
物
を
含
有
す
る
絵
具
を
用
い
て
行
な
う
絵
付
け
又
は
当
該
絵
付
け
を
行
な
つ
た
物
の
焼
成
の
業
務

ヲ
　
溶
融
し
た
鉛
を
用
い
て
行
な
う
金
属
の
焼
入
れ
若
し
く
は
焼
戻
し
又
は
当
該
焼
入
れ
若
し
く
は
焼
戻
し
を
し
た
金
属
の
サ
ン
ド
バ
ス
の
業
務

ワ
　
令
別
表
第
四
第
八
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
若
し
く
は
第
十
七
号
又
は
イ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務

（
除
外
業
務
）

第
二
条
　
令
別
表
第
四
第
十
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
筆
若
し
く
は
ス
タ
ン
プ
に
よ
る
絵
付
け
の
業
務
で
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
鉛
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
少
な
い
と
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
も
の
又
は
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条

に
規
定
す
る
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
局
所
排
気
装
置
若
し
く
は
排
気
筒
が
設
け
ら
れ
て
い
る
焼
成
窯
に
よ
る
焼
成
の
業
務
と
す
る
。
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（
適
用
の
除
外
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
（
第
一
章
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
章
第
三
節
、
第
四
十
六
条
（
第
五
十
八
条
第
三
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
八
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第

七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
（
同
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
十
六
条
並
び
に
第
五
十
七
条
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鉛
業
務
に
労

働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
は
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
鉛
又
は
鉛
合
金
を
溶
融
す
る
か
ま
、
る
つ
ぼ
等
の
容
量
の
合
計
が
、
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
な
い
作
業
場
に
お
け
る
四
百
五
十
度
以
下
の
温
度
に
よ
る
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務

二
　
臨
時
に
行
う
第
一
条
第
五
号
リ
か
ら
ヲ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務

三
　
遠
隔
操
作
に
よ
つ
て
行
う
隔
離
室
に
お
け
る
業
務

四
　
前
条
に
規
定
す
る
業
務

第
三
条
の
二
　
こ
の
省
令
（
第
三
十
九
条
、
第
四
十
六
条
、
第
六
章
及
び
第
七
章
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
事
業
場
が
次
の
各
号
（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
業
務
に
労
働
者
が
常
時
従
事
し
て
い
な
い
事
業
場
に
つ
い
て
は
第
四

号
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
と
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う
。
）
が
認
定
し
た
と
き
は
、
令
別
表
第
四
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十

号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
省
令
が
適
用
さ
れ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
事
業
場
に
お
け
る
化
学
物
質
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
第
五
号
に
お
い
て
「
化
学
物
質
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
場
に
専
属
の
者

が
配
置
さ
れ
、
当
該
者
が
当
該
事
業
場
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
管
理
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
鉛
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
十
四
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
当
該
事
業
場
に
お
け
る
鉛
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
に
お
い
て
鉛
等
に
よ
る
労
働
者
が
死
亡
す
る
労
働
災
害
又
は
休
業
の
日
数
が
四
日
以
上
の
労
働
災
害
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
。

三
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
こ
と
。

四
　
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
労
働
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
健
康
診
断
の
結
果
、
新
た
に
鉛
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
が
発
見
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
。

五
　
過
去
三
年
間
に
一
回
以
上
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
二
の
八
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
化
学
物
質
管
理
専
門
家
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
よ
る
評
価
を
受
け
、
当

該
評
価
の
結
果
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
鉛
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
障
害
を
予
防
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

六
　
過
去
三
年
間
に
事
業
者
が
当
該
事
業
場
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
前
項
の
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
の
事
業
者
は
、
鉛
中
毒
予
防
規
則
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
同
項
第
一

号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
面
を
添
え
て
、
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
を
提
出
し
た
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
認
定
は
、
三
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

５
　
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
は
、
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
認
定
に
係
る
事
業
場
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
。

二
　
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

三
　
鉛
に
係
る
法
第
二
十
二
条
及
び
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
措
置
が
適
切
に
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。

８
　
前
三
項
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
過
去
三
年
間
に
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
が
全
て
第
一
管
理
区
分

に
区
分
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
過
去
三
年
間
の
当
該
事
業
場
の
作
業
場
所
に
係
る
作
業
環
境
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
」
と
す
る
。

（
認
定
の
申
請
手
続
等
）

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
鉛
業
務
一
部
適
用
除
外
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
申
請
に
係
る
鉛
業
務
を
行
な
う
作
業
場
の
見
取
図
を

添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
四
号
の
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
認
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
一
項
の
申
請
書
又
は
見
取
図
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
認
定
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
鉛
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
な
く
な
つ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
設
備

（
鉛
製
錬
等
に
係
る
設
備
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

ば
い焙

焼
、
焼
結
、
溶
鉱
又
は
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
、
鋳
造
若
し
く
は
焼
成
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

2



二
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
破
砕
、
粉
砕
、
混
合
又
は
ふ
る
い
分
け
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ

プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
（
鉱
さ
い
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
ホ
ツ
パ
ー
、
粉
砕
機
、
容
器
等
に
入
れ
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
取
り
出
す
業
務
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所

に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
、
及
び
容
器
等
か
ら
こ
ぼ
れ
る
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
受
け
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
煙
灰
、
電
解
ス
ラ
イ
ム
又
は
鉱
さ
い
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
、
そ
の
た
め
の
場
所
を
設
け
、
又
は
こ
れ
ら
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

五
　
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
又
は
鋳
造
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
浮

さ渣
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

（
銅
製
錬
等
に
係
る
設
備
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
溶
鉱
、
溶
融
（
転
炉
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
の
溶
融
炉
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
煙
灰
の
焼
成
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
、
煙
灰
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
の
粉
砕
、
混
合
又
は
ふ
る
い
分
け
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
煙
灰
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ

ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
、
煙
灰
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
を
ホ
ツ
パ
ー
、
粉
砕
機
、
容
器
等
に
入
れ
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
取
り
出
す
業
務
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設

け
、
及
び
容
器
等
か
ら
こ
ぼ
れ
る
煙
灰
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
を
受
け
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
煙
灰
又
は
電
解
ス
ラ
イ
ム
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
、
そ
の
た
め
の
場
所
を
設
け
、
又
は
こ
れ
ら
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

五
　
溶
融
（
電
解
ス
ラ
イ
ム
の
溶
融
炉
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
浮

さ渣
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

（
鉛
蓄
電
池
の
製
造
等
に
係
る
設
備
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
の
溶
融
、
鋳
造
、
加
工
、
組
立
て
、
溶
接
若
し
く
は
溶
断
又
は
極
板
の
切
断
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
る
鉛
等
の
粉
砕
、
混
合
若
し
く
は
ふ
る
い
分
け
又
は
練
粉
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
鉛
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ

と
。

三
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
、
粉
状
の
鉛
等
を
ホ
ツ
パ
ー
、
容
器
等
に
入
れ
、
又
は
こ
れ
ら
か
ら
取
り
出
す
業
務
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
、
及
び
容
器
等
か

ら
こ
ぼ
れ
る
粉
状
の
鉛
等
を
受
け
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

四
　
鉛
粉
の
製
造
の
た
め
に
鉛
等
の
粉
砕
を
行
な
う
作
業
場
所
を
、
そ
れ
以
外
の
業
務
（
鉛
粉
の
製
造
の
た
め
の
鉛
等
の
溶
融
及
び
鋳
造
を
除
く
。
）
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
。

五
　
溶
融
し
た
鉛
又
は
鉛
合
金
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
自
動
鋳
造
機
に
は
、
溶
融
し
た
鉛
又
は
鉛
合
金
が
飛
散
し
な
い
よ
う
に

お
お覆

い
等
を
設
け
る
こ
と
。

六
　
鉛
等
の
練
粉
を
充
て
ん
す
る
作
業
台
又
は
鉛
等
の
練
粉
を
充
て
ん
し
た
極
板
を
つ
る
し
て
運
搬
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
鉛
等
の
練
粉
が
床
に
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
受

と
い樋

、
受
箱
等
を
設
け
る
こ
と
。

七
　
人
力
に
よ
つ
て
粉
状
の
鉛
等
を
運
搬
す
る
容
器
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
労
働
者
が
鉛
等
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
当
該
容
器
に
持
手
若
し
く
は
車
を
設
け
、
又
は
当
該
容
器
を
積
む
車
を
備
え
る
こ
と
。

八
　
屋
内
の
作
業
場
所
の
床
は
、
真
空
そ
う
じ
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
容
易
に
そ
う
じ
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

九
　
第
五
条
第
五
号
に
定
め
る
措
置

（
電
線
等
の
製
造
に
係
る
設
備
）

第
八
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
の
溶
融
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
の
溶
融
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
、
及
び
浮

さ渣
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
前
条
第
八
号
に
定
め
る
措
置

（
鉛
合
金
の
製
造
等
に
係
る
設
備
）

第
九
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
若
し
く
は
鉛
合
金
の
溶
融
、
鋳
造
、
溶
接
、
溶
断
若
し
く
は
動
力
に
よ
る
切
断
若
し
く
は
加
工
（
鉛
又
は
鉛
合
金
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
切
断
及
び
加
工
を
除
く
。
）
又
は
鉛
快
削
鋼
の
鋳
込
を
行
な
う
屋
内
の

作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
鉛
又
は
鉛
合
金
の
切
り
く
ず
を
一
時
た
め
て
お
く
と
き
は
、
そ
の
た
め
の
場
所
を
設
け
、
又
は
こ
れ
ら
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
第
五
条
第
五
号
並
び
に
第
七
条
第
五
号
及
び
第
八
号
に
定
め
る
措
置

（
鉛
化
合
物
の
製
造
に
係
る
設
備
）

第
十
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
の
溶
融
、
鋳
造
、

か

〔
か
〕
焼
又
は
焼
成
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
鉛
等
の
空
冷
の
た
め
の

か
く
は
ん

攪
拌
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
鉛
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

三
　
第
五
条
第
五
号
並
び
に
第
七
条
第
二
号
、
第
三
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
定
め
る
措
置

（
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
に
係
る
設
備
）

第
十
一
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
の
溶
融
、
溶
接
、
溶
断
、
溶
着
、
溶
射
若
し
く
は
蒸
着
又
は
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
た
物
の
仕
上
げ
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
鉛
等
の
溶
融
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
浮

さ渣
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。
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（
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
た
物
の
溶
接
等
に
係
る
設
備
）

第
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
、
又
は
鉛
化
合
物
を
含
有
す
る
塗
料
（
以
下
「
含
鉛
塗
料
」
と
い
う
。
）
を
塗
布
し
た
物
の
溶
接
、
溶
断
、
加
熱
又
は
圧
延
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気

装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
、
又
は
含
鉛
塗
料
を
塗
布
し
た
物
の
破
砕
を
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
つ
て
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
鉛
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装

置
を
設
け
る
こ
と
。

（
鉛
装
置
の
破
砕
等
に
係
る
設
備
）

第
十
三
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
、
令
別
表
第
四
第
十
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
装
置
（
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
が
内
部
に
付
着
し
、
又
は
た
い
積
し
て
い
る
炉
、
煙
道
、
粉
砕
機
、
乾
燥
器
、
除
じ
ん
装
置

そ
の
他
の
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
破
砕
、
溶
接
又
は
溶
断
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
転
写
紙
の
製
造
に
係
る
設
備
）

第
十
四
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
十
一
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
含
鉛
塗
料
等
の
製
造
に
係
る
設
備
）

第
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
の
溶
融
又
は
鋳
込
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
、
及
び
浮

さ渣
を
入
れ
る
た
め
の
容
器
を
備
え
る
こ
と
。

二
　
鉛
等
の
粉
砕
を
行
な
う
作
業
場
所
を
、
そ
れ
以
外
の
業
務
を
行
な
う
屋
内
の
作
業
場
所
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
。

三
　
第
七
条
第
二
号
に
定
め
る
措
置

（
は
ん
だ
付
け
に
係
る
設
備
）

第
十
六
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
号
リ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
又
は
全
体
換
気
装
置

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施

ゆ
う釉

に
係
る
施
設
）

第
十
七
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
号
ヌ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
施

ゆ
う釉

の
業
務
（
ふ
り
か
け
又
は
吹
付
け
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所

に
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
絵
付
け
に
係
る
設
備
）

第
十
八
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
号
ル
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
絵
付
け
の
業
務
（
吹
付
け
又
は

ま
き蒔

絵
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
業
務
を
行
な
う
作
業
場
所
に
、

局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
焼
入
れ
に
係
る
設
備
）

第
十
九
条
　
事
業
者
は
、
第
一
条
第
五
号
ヲ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
焼
入
れ
又
は
焼
戻
し
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
八
条
第
一
号
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
ベ
ヤ
ー
）

第
二
十
条
　
事
業
者
は
、
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
運
搬
の
鉛
業
務
の
用
に
供
す
る
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
コ
ン
ベ
ヤ
ー
へ
の
送
給
の
箇
所
及
び
コ
ン
ベ
ヤ
ー
の
連
絡
の
箇
所
に
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
バ
ケ
ツ
ト
コ
ン
ベ
ヤ
ー
に
は
、
そ
の
上
方
、
下
方
及
び
側
方
に

お
お覆

い
を
設
け
る
こ
と
。

（
乾
燥
設
備
）

第
二
十
一
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
の
乾
燥
の
鉛
業
務
の
用
に
供
す
る
乾
燥
室
又
は
乾
燥
器
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
の
粉
じ
ん
が
屋
内
に
漏
え
い
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
乾
燥
室
の
床
、
周
壁
及
び
た
な
は
、
真
空
そ
う
じ
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
容
易
に
そ
う
じ
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
ろ
過
集
じ
ん
方
式
の
集
じ
ん
装
置
）

第
二
十
二
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
係
る
ろ
過
集
じ
ん
方
式
の
集
じ
ん
装
置
（
ろ
過
除
じ
ん
方
式
の
除
じ
ん
装
置
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
場
か
ら
隔

離
さ
れ
た
場
所
で
労
働
者
が
常
時
立
ち
入
る
必
要
が
な
い
と
こ
ろ
に
設
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
ろ
材
に

お
お覆

い
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
排
気
口
は
、
屋
外
に
設
け
る
こ
と
。

三
　
ろ
材
に
付
着
し
た
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を

お
お覆

い
を
し
た
ま
ま
払
い
落
と
す
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
特
例
）

第
二
十
三
条
　
事
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
第
五
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
業
務
に
係
る
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及

び
全
体
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
労
働
者
が
常
時
立
ち
入
る
必
要
が
な
い
屋
内
作
業
場
（
他
の
屋
内
作
業
場
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
部
に
お
け
る
業
務

二
　
出
張
し
て
行
な
い
、
又
は
臨
時
に
行
な
う
業
務
（
作
業
の
期
間
が
短
い
も
の
に
限
る
。
）

三
　
側
面
の
面
積
の
半
分
以
上
が
開
放
さ
れ
て
い
る
屋
内
作
業
場
に
お
け
る
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務

4



四
　
四
百
五
十
度
以
下
の
温
度
に
お
い
て
行
な
う
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務
（
第
一
条
第
五
号
イ
、
ハ
、
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務
を
除
く
。
）

五
　
作
業
場
所
に
排
気
筒
を
設
け
、
又
は
溶
融
し
た
鉛
若
し
く
は
鉛
合
金
の
表
面
を
石
灰
等
で

お
お覆

つ
て
行
な
う
溶
融
の
業
務

（
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
に
係
る
設
備
の
特
例
）

第
二
十
三
条
の
二
　
事
業
者
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
条
第
一
項
の
発
散
防
止
抑
制
措
置
（
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
を
防
止
し
、
又
は
抑
制
す
る
設
備
又
は
装
置
を

設
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
許
可
を
受
け
る
た
め
に
同
項
に
規
定
す
る
鉛
の
濃
度
の
測
定
を
行
う
と
き
は
、
次
の
事
項
を
確
認
す
る
の
に
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
確
認
者
を
選
任
し
、
そ
の
者
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
事
項
を
確
認
さ
せ
た
上
で
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設

け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
よ
り
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
が
作
業
場
へ
拡
散
し
な
い
こ
と
。

二
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
危
険
を
及
ぼ
し
、
又
は
労
働
者
の
健
康
障
害
を
当
該
措
置
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
五
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
作
業
場
の
空
気
中
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
の

測
定
（
当
該
作
業
場
の
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
法
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
結
果
を
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
評
価
し
た
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
と
き
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
て
、
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
鉛
等
又
は

焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
発
散
防
止
抑
制
措
置
特
例
実
施
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
三
）
に
申
請
に
係
る
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
関
す
る
次
の
書
類
を
添
え
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
場
の
見
取
図

二
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
当
該
作
業
場
の
空
気
中
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
の
測
定
の
結
果
及
び
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
記
載
し
た
書
面

三
　
前
条
第
一
項
の
確
認
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面

四
　
当
該
発
散
防
止
抑
制
措
置
の
内
容
及
び
当
該
措
置
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
粉
じ
ん
の
発
散
の
防
止
又
は
抑
制
に
つ
い
て
有
効
で
あ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面

五
　
そ
の
他
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の

３
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
許
可
を
し
、
又
は
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
当
該
事
業
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
第
二
項
の
申
請
書
及
び
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
文
書
で
、
そ
の
旨
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な

い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
文
書
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

二
　
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
、
当
該
作
業
場
の
管
理
区
分
が
第
一
管
理
区
分
と
な
る
よ
う
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作

業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三
　
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い
て
空
気
中
に
お
け
る
当
該
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果

の
評
価
を
行
い
、
並
び
に
当
該
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
、
直
ち
に
、
文
書
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
業
者
が
第
五
項
第
一
号
及
び
前
項
の
報
告
を
行
わ
な
か
つ
た
と
き
、
前
項
の
評
価
が
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
と
き
並
び
に
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
に
つ
い

て
の
第
五
十
二
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
換
気
装
置
の
構
造
、
性
能
等

（
フ
ー
ド
）

第
二
十
四
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
又
は
排
気
筒
（
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
又
は
排
気
筒
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
（
第
三
十
二
条
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
フ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
作
業
方
法
及
び
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
の
状
況
に
応
じ
、
当
該
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
を
吸
引
す
る
の
に
適
し
た
型
式
及
び
大
き
さ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
外
付
け
式
又
は
レ
シ
ー
バ
ー
式
の
フ
ー
ド
は
、
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
の
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
第
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
六
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
十
条
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
の
フ
ー
ド
は
、
囲
い
式
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
作
業
方
法
上
こ
れ
ら
の
型
式
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ダ
ク
ト
）

第
二
十
五
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
（
移
動
式
の
も
の
を
除
く
。
）
の
ダ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
長
さ
が
で
き
る
だ
け
短
く
、
ベ
ン
ド
の
数
が
で
き
る
だ
け
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
接
続
部
の
内
面
に
、
突
起
物
が
な
い
こ
と
。

5



三
　
適
当
な
箇
所
に
そ
う
じ
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
等
そ
う
じ
し
や
す
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
除
じ
ん
装
置
）

第
二
十
六
条
　
事
業
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
つ
い
て
設
け
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
に
は
、
ろ
過
除
じ
ん
方
式
の
除
じ
ん
装
置
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
除
じ
ん
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

鉛
業
務

設
備
等

第
一
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

一
　

ば
い焙

焼
炉
、
焼
結
炉
、
溶
解
炉
又
は
焼
成
炉
に
直
結
す
る
設
備
で
当
該
炉
か
ら
排
気
さ
れ
る
鉛
を
含
有
す
る
気
体
を
排
出
す
る
も
の

二
　
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

一
　
溶
鉱
炉
、
転
炉
、
溶
融
炉
又
は
焼
成
炉
に
直
結
す
る
設
備
で
当
該
炉
か
ら
排
気
さ
れ
る
鉛
を
含
有
す
る
気
体
を
排
出
す
る
も
の

二
　
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

一
　
第
七
条
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
等
の
溶
融
、
又
は
鋳
造
を
行
な
う
作
業
場
所
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
第
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

第
九
条
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
を
行
な
う
作
業
場
所
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
条
第
五
号
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

一
　

か

〔
か
〕
焼
炉
又
は
焼
成
炉
に
直
結
す
る
設
備
で
当
該
炉
か
ら
排
気
さ
れ
る
鉛
を
含
有
す
る
気
体
を
排
出
す
る
も
の

二
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
鉛
業

務

第
十
一
条
第
一
項
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
自
動
車
の
車
体
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
ラ
イ
ニ
ン
グ
を
施
し
た
物
の
仕
上
げ
を
行
な
う
作
業
場
所
に
設
け
る
も
の

に
限
る
。
）

令
別
表
第
四
第
十
一
号
に
掲
げ
る

鉛
業
務

第
十
四
条
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

一
　
酸
化
鉛
を
混
入
し
て
ガ
ラ
ス
を
製
造
す
る
た
め
の
溶
融
炉
に
直
結
す
る
設
備
で
当
該
炉
か
ら
排
気
さ
れ
る
鉛
を
含
有
す
る
気
体
を
排
出
す
る
も
の

二
　
第
十
五
条
第
一
号
の
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
酸
化
鉛
を
混
入
し
て
ガ
ラ
ス
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
等
の
溶
融
を
行
な
う
作
業
場
所
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
第
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置

第
一
条
第
五
号
ヲ
に
掲
げ
る
鉛
業

務

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
鋼
製
線
材
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
等
の
溶
融
を
行
な
う
作
業
場
所
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
除
じ
ん
装
置
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
粒
径
の
大
き
い
粉
じ
ん
を
除
去
す
る
た
め
の
前
置
き
除
じ
ん
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
除
じ
ん
装
置
を
有
効
に

か稼
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
除
じ
ん
装
置
等
の
特
例
）

第
二
十
七
条
　
事
業
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
の
除
じ
ん
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
鉛
又
は
鉛
合
金
を
溶
融
す
る
か
ま
、
る
つ
ぼ
等
の
容
量
の
合
計
が
、
五
十
リ
ッ
ト
ル
を
こ
え
な
い
作
業
場
に
お
い
て
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
。

二
　
前
条
第
一
項
の
表
下
欄
に
掲
げ
る
設
備
の
内
部
に
お
い
て
排
気
さ
れ
る
鉛
の
濃
度
が
、
一
立
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
〇
・
一
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
こ
え
な
い
と
き
。

（
フ
ア
ン
）

第
二
十
八
条
　
事
業
者
は
、
除
じ
ん
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
局
所
排
気
装
置
の
フ
ア
ン
に
つ
い
て
は
、
除
じ
ん
し
た
後
の
空
気
が
通
る
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
全
体
換
気
装
置
（
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
フ
ア
ン
（
ダ
ク
ト
を
使
用
す
る
全
体
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ダ
ク
ト
の
開
口
部
）
に
つ
い
て

は
、
鉛
等
の
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
に
で
き
る
だ
け
近
い
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
排
気
口
）

第
二
十
九
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
（
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
三
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
の

排
気
口
に
つ
い
て
は
、
屋
外
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
性
能
）

第
三
十
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
又
は
排
気
筒
に
つ
い
て
は
、
そ
の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
を
、
空
気
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
〇
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
能
力
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
の
性
能
等
）

第
三
十
条
の
二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
構
造
及
び
性
能
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
全
体
換
気
装
置
の
性
能
）

第
三
十
一
条
　
事
業
者
は
、
全
体
換
気
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
全
体
換
気
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
屋
内
作
業
場
に
お
い
て
第
一
条
第
五
号
リ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
一
人
に
つ
い
て
百
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の

換
気
能
力
を
有
す
る
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
換
気
装
置
の
稼
動
）

第
三
十
二
条
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
（
第
二
条
に
規
定
す
る
局
所
排
気
装
置
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は

排
気
筒
（
第
二
条
に
規
定
す
る
排
気
筒
及
び
前
章
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
排
気
筒
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
た
と
き
は
、
労
働
者
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
、
当
該
装
置
を
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を

満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
間
（
労
働
者

が
鉛
業
務
に
従
事
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
当
該
装
置
を
前
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
よ
う
に
稼
動
さ
せ
る
こ
と
等
に
つ
い
て
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
二
項
の
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
の
稼
動
時
に
お
い
て
は
、
バ
ッ
フ
ル
を
設
け
て
換
気
を
妨
害
す
る
気
流
を
排
除
す
る
等
当
該
装
置
を
有
効
に
稼
動
さ
せ
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
　
管
理

第
一
節
　
鉛
作
業
主
任
者
等

（
鉛
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
三
十
三
条
　
事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
九
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
鉛
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
三
十
四
条
　
事
業
者
は
、
鉛
作
業
主
任
者
に
次
の
事
項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
が
で
き
る
だ
け
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
り
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
労
働
者
を
指
揮
す
る
こ
と
。

二
　
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
つ
て
著
し
く
汚
染
さ
れ
た
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
、
排
気
筒
及
び
除
じ
ん
装
置
を
毎
週
一
回
以
上
点
検
す
る
こ
と
。

四
　
労
働
衛
生
保
護
具
等
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。

五
　
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
が
従
事
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

（
汚
染
の
除
去
に
係
る
周
知
）

第
三
十
四
条
の
二
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
身
体
が
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
つ
て
著
し
く
汚
染
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
汚
染
を
除
去
す
る
必
要
が

あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
局
所
排
気
装
置
等
の
定
期
自
主
検
査
）

第
三
十
五
条
　
令
第
十
五
条
第
一
項
第
九
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び
除
じ
ん
装
置
（
鉛
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
局
所
排
気
装
置
、
第
五
条
か
ら

第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
局
所
排
気
装
置
及
び
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
並
び
に
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
る
除
じ
ん
装
置
と
す
る
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
及
び
除
じ
ん
装
置
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一
年
を
超
え

る
期
間
使
用
し
な
い
同
項
の
装
置
の
当
該
使
用
し
な
い
期
間
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
フ
ー
ド
、
ダ
ク
ト
及
び
フ
ァ
ン
の
摩
耗
、
腐
食
、
く
ぼ
み
そ
の
他
損
傷
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

ロ
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ニ
　
電
動
機
と
フ
ァ
ン
を
連
結
す
る
ベ
ル
ト
の
作
動
状
態

ホ
　
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
フ
ー
ド
、
ダ
ク
ト
及
び
フ
ァ
ン
の
摩
耗
、
腐
食
、
く
ぼ
み
そ
の
他
損
傷
の
有
無
及
び
そ
の
程
度

ロ
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ニ
　
電
動
機
と
フ
ァ
ン
を
連
結
す
る
ベ
ル
ト
の
作
動
状
態

ホ
　
送
気
、
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

三
　
除
じ
ん
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
構
造
部
分
の
摩
耗
、
腐
食
及
び
破
損
の
有
無
並
び
に
そ
の
程
度

ロ
　
除
じ
ん
装
置
内
部
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ハ
　
ろ
過
除
じ
ん
方
式
の
除
じ
ん
装
置
に
あ
つ
て
は
、
ろ
材
の
破
損
、
ろ
材
取
付
部
等
の
緩
み
の
有
無

ニ
　
処
理
能
力

ホ
　
イ
か
ら
ニ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項
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３
　
事
業
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
装
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
使
用
を
再
び
開
始
す
る
際
に
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
自
主
検
査
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
）

第
三
十
六
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
自
主
検
査
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
検
査
年
月
日

二
　
検
査
方
法

三
　
検
査
箇
所

四
　
検
査
の
結
果

五
　
検
査
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

六
　
検
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
補
修
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容

（
点
検
）

第
三
十
七
条
　
事
業
者
は
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
若
し
く
は
除
じ
ん
装
置
を
は
じ
め
て
使
用
す
る
と
き
、
又
は
分
解
し
て
改
造
若
し
く
は
修
理
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ロ
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ハ
　
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ニ
　
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

二
　
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
ダ
ク
ト
及
び
排
風
機
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ロ
　
ダ
ク
ト
の
接
続
部
に
お
け
る
緩
み
の
有
無

ハ
　
送
気
、
吸
気
及
び
排
気
の
能
力

ニ
　
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

三
　
除
じ
ん
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
事
項

イ
　
除
じ
ん
装
置
内
部
に
お
け
る
じ
ん
あ
い
の
た
い
積
状
態

ロ
　
ろ
過
除
じ
ん
方
式
の
除
じ
ん
装
置
に
あ
つ
て
は
、
ろ
材
の
破
損
の
有
無

ハ
　
処
理
能
力

ニ
　
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
性
能
を
保
持
す
る
た
め
必
要
な
事
項

（
補
修
）

第
三
十
八
条
　
事
業
者
は
、
第
三
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
自
主
検
査
又
は
前
条
の
点
検
を
行
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
異
常
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
補
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
業
務
の
管
理

（
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
に
お
け
る
作
業
）

第
三
十
九
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お

い
て
、
労
働
者
を
作
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
臨
時
の
作
業
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
ホ
ッ
パ
ー
に
入
れ
る
作
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ホ
ッ
パ
ー
の
下
方
の
場
所
に
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
が
こ
ぼ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
当
該
場
所
に
お
い

て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
作
業
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
場
所
に
お
い
て
労
働
者
以
外
の
者
が
臨
時
の
作
業
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
）

第
四
十
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
含
鉛
塗
料
を
塗
布
し
た
物
の
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
の
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
鉛
業
務
は
、
著
し
く
困
難
な
場
合
を
除
き
、
湿
式
に
よ
る
こ
と
。

二
　
か
き
落
と
し
た
含
鉛
塗
料
は
、
速
や
か
に
、
取
り
除
く
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
当
該
鉛
業
務
は
、
湿
式
に
よ
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
鉛
業
務
を
湿
式
に
よ
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
請
負
人
に
対
し
、
か
き
落
と
し
た
含
鉛
塗
料
は
、
速
や
か
に
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉛
化
合
物
の
か
き
出
し
）

第
四
十
一
条
　
事
業
者
は
、
鉛
化
合
物
の
焼
成
炉
か
ら
の
か
き
出
し
の
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
化
合
物
を
受
け
る
た
め
の
ホ
ッ
パ
ー
又
は
容
器
は
、
焼
成
炉
の
か
き
出
し
口
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
か
き
出
し
に
は
、
長
い
柄
の
用
具
を
用
い
る
こ
と
。
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２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉛
装
置
の
内
部
に
お
け
る
業
務
）

第
四
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
開
始
前
に
、
当
該
鉛
装
置
と
そ
れ
以
外
の
装
置
で
稼
働
さ
せ
る
も
の
と
の
接
続
箇
所
を
確
実
に
遮
断
す
る
こ
と
。

二
　
作
業
開
始
前
に
、
当
該
鉛
装
置
の
内
部
を
十
分
に
換
気
す
る
こ
と
。

三
　
当
該
鉛
装
置
の
内
部
に
付
着
し
、
又
は
た
い
積
し
て
い
る
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
湿
ら
せ
る
等
に
よ
り
こ
れ
ら
の
粉
じ
ん
の
発
散
を
防
止
す
る
こ
と
。

四
　
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
、
当
該
労
働
者
に
洗
身
を
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
並
び
に
作
業
終
了
後
、
速
や
か
に
洗
身
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
貯
蔵
等

（
貯
蔵
）

第
四
十
三
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
を
屋
内
に
貯
蔵
す
る
と
き
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
粉
状
の
鉛
等
が
こ
ぼ
れ
、
又
は
そ
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
容
器
等
に
収
納
す
る
こ
と
。

二
　
粉
状
の
鉛
等
が
こ
ぼ
れ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
、
真
空
そ
う
じ
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
そ
う
じ
す
る
こ
と
。

（
か
ら
の
容
器
等
の
処
理
）

第
四
十
四
条
　
事
業
者
は
、
粉
状
の
鉛
等
を
入
れ
て
あ
つ
た
か
ら
の
容
器
等
で
鉛
等
の
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
口
を
閉
じ
、
水
で
十
分
湿
ら
せ
、
屋
外
の
一
定
の
場
所
に
集
積
す
る
等
鉛
等
の
粉

じ
ん
が
労
働
者
の
作
業
場
所
に
発
散
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
　
清
潔
の
保
持
等

（
休
憩
室
）

第
四
十
五
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
鉛
業
務
を
行
う
作
業
場
以
外
の
場
所
に
休
憩
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
休
憩
室
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
入
口
に
は
、
水
を
流
し
、
又
は
十
分
湿
ら
せ
た
マ
ッ
ト
を
置
く
等
労
働
者
の
足
部
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

二
　
入
口
に
は
、
衣
服
用
ブ
ラ
シ
を
備
え
る
こ
と
。

三
　
床
は
、
真
空
掃
除
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
容
易
に
掃
除
で
き
る
構
造
の
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
　
鉛
業
務
に
従
事
し
た
者
は
、
第
一
項
の
休
憩
室
に
入
る
前
に
、
作
業
衣
等
に
付
着
し
た
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
等
の
保
管
設
備
）

第
四
十
六
条
　
事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
使
用
さ
せ
、
又
は
着
用
さ
せ
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外

の
衣
服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
、
当
該
労
働
者
に
こ
れ
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
第
五
十
八
条
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
の
請
負
人
に
対
し
、
当
該
請
負
人
が
使
用
し
、
又
は
着
用
す
る
呼
吸
用
保
護
具
、
労
働
衛
生
保
護
衣
類
又
は
作
業
衣
を
こ
れ
ら
以
外
の
衣

服
等
か
ら
隔
離
し
て
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
前
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
保
管
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
洗
身
設
備
）

第
四
十
七
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
（
第
一
条
第
五
号
リ
か
ら
ワ
ま
で
及
び
令
別
表
第
四
第
十
七
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
を
除
く
。
）
で
、
粉
状
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
係
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
身
の
た
め
の
設

備
を
設
け
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
労
働
者
に
こ
れ
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
、
洗
身
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
同
項
の
設
備
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切

に
洗
身
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
う
じ
）

第
四
十
八
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
な
う
屋
内
作
業
場
並
び
に
鉛
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
が
利
用
す
る
休
憩
室
及
び
食
堂
の
床
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
た
め
、
毎
日
一
回
以
上
、
当
該
床
等
を
、
真

空
そ
う
じ
機
を
用
い
て
、
又
は
水
洗
に
よ
つ
て
そ
う
じ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
洗
い
用
溶
液
等
）

第
四
十
九
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
硝
酸
水
溶
液
そ
の
他
の
手
洗
い
用
溶
液
、
爪
ブ
ラ
シ
、
石
け
ん
及
び
う
が
い
液
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
手
洗
い
用
溶
液
等
」
と
い
う
。
）
を
作
業
場
ご
と
に

備
え
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
当
該
労
働
者
に
こ
れ
ら
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
労
働
者
は
、
鉛
業
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
手
洗
い
用
溶
液
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
終
了
後
及
び
必
要
に
応
じ
、
手
洗
い
用
溶
液
等
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
、
当
該
請
負
人
に
対
し
手

洗
い
用
溶
液
等
を
使
用
さ
せ
る
等
適
切
に
手
洗
い
用
溶
液
等
の
使
用
が
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
等
の
汚
染
の
除
去
）

第
五
十
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
洗
濯
の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
等
作
業
衣
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
衣
等
の
鉛
等
又
は
焼
結
鉱
等
に
よ
る
汚
染
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
喫
煙
等
の
禁
止
）

第
五
十
一
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
を
行
う
屋
内
の
作
業
場
所
に
お
け
る
作
業
に
従
事
す
る
者
の
喫
煙
又
は
飲
食
に
つ
い
て
、
禁
止
す
る
旨
を
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
表
示
以

外
の
方
法
に
よ
り
禁
止
し
た
と
き
は
、
当
該
作
業
場
所
に
お
い
て
喫
煙
又
は
飲
食
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
を
当
該
作
業
場
所
の
見
や
す
い
箇
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
作
業
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
は
、
当
該
作
業
場
所
で
喫
煙
し
、
又
は
飲
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
掲
示
）

第
五
十
一
条
の
二
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
業
務
を
行
う
作
業
場
で
あ
る
旨

二
　
鉛
に
よ
り
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
種
類
及
び
そ
の
症
状

三
　
鉛
等
の
取
扱
い
上
の
注
意
事
項

四
　
次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
使
用
す
べ
き
保
護
具
等

イ
　
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
許
可
に
係
る
作
業
場
で
あ
つ
て
、
次
条
第
一
項
の
測
定
の
結
果
の
評
価
が
第
一
管
理
区
分
で
な
か
つ
た
作
業
場
及
び
第
一
管
理
区
分
を
維
持
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
場

ロ
　
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所

ハ
　
第
五
十
二
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所

ニ
　
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
を
行
う
作
業
場

ホ
　
第
五
十
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場

ヘ
　
第
五
十
八
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
作
業
場
（
有
効
な
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
排
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
（
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
設
け
る

排
気
筒
に
限
る
。
）
を
設
け
、
こ
れ
ら
を
稼
動
さ
せ
て
い
る
作
業
場
を
除
く
。
）

ト
　
第
五
十
九
条
第
一
項
の
業
務
を
行
う
作
業
場

第
五
章
　
測
定

（
測
定
）

第
五
十
二
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
空
気
中
に
お
け
る
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
つ
ど
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
基
づ
い
て
鉛
中
毒
の
予
防
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
概
要

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
五
十
二
条
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
、
同
項
又
は
法
第
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
作
業
環
境
評
価
基
準
に
従

つ
て
、
作
業
環
境
の
管
理
の
状
態
に
応
じ
、
第
一
管
理
区
分
、
第
二
管
理
区
分
又
は
第
三
管
理
区
分
に
区
分
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
測
定
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
次
の
事
項
を
記
録
し
て
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
評
価
日
時

二
　
評
価
箇
所

三
　
評
価
結
果

四
　
評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

（
評
価
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
）

第
五
十
二
条
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施
設

又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
当
該
場
所
の
管
理
区
分
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
の
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
ほ
か
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
評
価
の
記
録
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。
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三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ

つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認

で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ
と
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
場
所
に
お
い
て
作
業
に
従
事
す
る
者
（
労
働
者
を
除
く
。
）
に
対
し
、
当
該
場
所
に
つ
い
て
は
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
の
三
の
二
　
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
又
は
当
該
措
置
を
講
じ
た
後
同
条
第
二
項
の
評
価
を

行
つ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
な
つ
て
い
な
い
も
の
を
含
み
、
第
五
項
各
号
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
場
に
お

け
る
作
業
環
境
の
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
当
該
事
業
場
に
属
さ
な
い
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
作
業
環
境
管
理
専
門
家
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
の

可
否

二
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
前
号
に
お
い
て
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
に
お
け
る
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
当
該
場

所
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
の
事
項
を
踏
ま
え
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
そ
の
効
果
を
確
認
す
る
た
め
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
当
該
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
及
び
そ
の
結
果
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
三
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
合
又
は
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第

一
管
理
区
分
若
し
く
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
場
所
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採
取
器
等
を
用
い
て
行
う
測
定
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
測
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
、
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
（
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負

わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
、
か
つ
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。
）
。
た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
測
定

（
当
該
測
定
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
（
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
作
業
環
境
管
理
専
門
家
が
当
該
場
所
を
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
測
定
）
を
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
実
施
し
た
場
合
は
、
当
該
測
定
を
も
つ
て
、
こ
の
号
に
お
け
る
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存

す
る
こ
と
。

三
　
保
護
具
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
う
ち
か
ら
保
護
具
着
用
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

イ
　
前
二
号
及
び
次
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
関
す
る
事
項
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
を
管
理
す
る
こ
と
。

ロ
　
鉛
作
業
主
任
者
の
職
務
（
呼
吸
用
保
護
具
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ハ
　
第
一
号
及
び
次
項
第
二
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
常
時
有
効
か
つ
清
潔
に
保
持
す
る
こ
と
。

四
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
管
理
専
門
家
の
意
見
の
概
要
、
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
評
価
の
結
果
を
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に
周

知
さ
せ
る
こ
と
。

５
　
事
業
者
は
、
前
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
つ
い
て
、
第
一
管
理
区
分
又
は
第
二
管
理
区
分
と
評
価
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
測
定
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
個
人
サ
ン
プ
リ
ン
グ
測
定
等
に
よ
り
鉛
の
濃
度
を
測
定
し
、
前
項
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
、
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
呼
吸
用
保
護
具
（
面
体
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
が
適
切
に
装
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
項
第
二
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

三
　
当
該
場
所
に
お
い
て
作
業
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
第
一
号
の
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
る
こ
と
。

６
　
事
業
者
は
、
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
（
同
号
た
だ
し
書
の
測
定
を
含
む
。
）
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
測
定
日
時

二
　
測
定
方
法

三
　
測
定
箇
所

四
　
測
定
条
件

五
　
測
定
結
果

六
　
測
定
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

七
　
測
定
結
果
に
応
じ
た
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
た
と
き
は
、
当
該
呼
吸
用
保
護
具
の
概
要

７
　
事
業
者
は
、
第
四
項
の
措
置
を
講
ず
べ
き
場
所
に
係
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
次
の
事
項
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
評
価
日
時

二
　
評
価
箇
所

三
　
評
価
結
果
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四
　
評
価
を
実
施
し
た
者
の
氏
名

第
五
十
二
条
の
三
の
三
　
事
業
者
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
第
三
管
理
区
分
措
置
状
況
届
（
様
式
第
一
号
の
四
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条
の
四
　
事
業
者
は
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
第
二
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
は
、
施
設
、
設
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
施

設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
作
業
工
程
又
は
作
業
方
法
の
改
善
そ
の
他
作
業
環
境
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
は
、
同
項
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
記
録
及
び
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
講
ず
る
措
置
を
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
つ
て
労
働
者
に

周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
常
時
各
作
業
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
書
面
を
労
働
者
に
交
付
す
る
こ
と
。

三
　
事
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
か
つ
、
各
作
業
場
に
労
働
者
が
当
該
記
録
の
内
容
を
常
時
確
認
で
き
る
機
器
を
設
置
す
る
こ

と
。第

六
章
　
健
康
管
理

（
健
康
診
断
）

第
五
十
三
条
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
雇
入
れ
の
際
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
そ
の
後
六
月
（
令
別
表
第
四
第
十
七
号
及
び
第
一
条
第
五
号
リ
か

ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
鉛
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
に
対
し
て
は
、
一
年
）
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
、
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
業
務
の
経
歴
の
調
査

二
　
作
業
条
件
の
簡
易
な
調
査

三
　
鉛
に
よ
る
自
覚
症
状
及
び
他
覚
症
状
の
既
往
歴
の
有
無
の
検
査
並
び
に
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
の
既
往
の
検
査
結
果
の
調
査

四
　
鉛
に
よ
る
自
覚
症
状
又
は
他
覚
症
状
と
通
常
認
め
ら
れ
る
症
状
の
有
無
の
検
査

五
　
血
液
中
の
鉛
の
量
の
検
査

六
　
尿
中
の
デ
ル
タ
ア
ミ
ノ
レ
ブ
リ
ン
酸
の
量
の
検
査

２
　
前
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
回
の
健
康
診
断
に
お
い
て
同
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
健
康
診
断
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
医
師
が
必
要
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
項
目
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
事
業
者
は
、
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従
事
す
る
労
働
者
で
医
師
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項
目
の
ほ
か
、
次
の
項
目
の

全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
医
師
に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
業
条
件
の
調
査

二
　
貧
血
検
査

三
　
赤
血
球
中
の
プ
ロ
ト
ポ
ル
フ
ィ
リ
ン
の
量
の
検
査

四
　
神
経
学
的
検
査

４
　
第
一
項
の
業
務
（
令
別
表
第
四
第
十
七
号
及
び
第
一
条
第
五
号
リ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
鉛
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
第
五
十
二
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
に
係
る
直
近
の
連
続
し
た
三
回
の
第
一
項
の
健
康
診
断
の
結
果
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
項
目
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
、

新
た
に
当
該
業
務
に
係
る
鉛
に
よ
る
異
常
所
見
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え

ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
業
務
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
直
近
の
評
価
を
含
め
て
連
続
し
て
三
回
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
た
（
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
場
所
に

つ
い
て
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は
、
過
去
一
年
六
月
の
間
、
当
該
場
所
の
作
業
環
境
が
同
項
の
第
一
管
理
区
分
に
相
当
す
る
水
準
に
あ
る
）
こ
と
。

二
　
当
該
業
務
に
つ
い
て
、
直
近
の
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
健
康
診
断
の
実
施
後
に
作
業
方
法
を
変
更
（
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
し
て
い
な
い
こ
と
。

（
健
康
診
断
の
結
果
）

第
五
十
四
条
　
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
者
が
受
け
た
健
康
診
断
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
「
鉛
健
康
診
断
」
と
い
う
。
）
の
結
果
に
基
づ

き
、
鉛
健
康
診
断
個
人
票
（
様
式
第
二
号
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
）

第
五
十
四
条
の
二
　
鉛
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く
法
第
六
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
医
師
か
ら
の
意
見
聴
取
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
鉛
健
康
診
断
が
行
わ
れ
た
日
（
法
第
六
十
六
条
第
五
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
労
働
者
が
健
康
診
断
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
事
業
者
に
提
出
し
た
日
）
か
ら
三
月
以
内
に
行
う
こ
と
。

二
　
聴
取
し
た
医
師
の
意
見
を
鉛
健
康
診
断
個
人
票
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
医
師
か
ら
、
前
項
の
意
見
聴
取
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働
者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
）

第
五
十
四
条
の
三
　
事
業
者
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
を
受
け
た
労
働
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
鉛
健
康
診
断
結
果
報
告
）

第
五
十
五
条
　
事
業
者
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
（
定
期
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
鉛
健
康
診
断
結
果
報
告
書
（
様
式
第
三
号
）
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
診
断
）

第
五
十
六
条
　
事
業
者
は
、
労
働
者
を
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
期
間
又
は
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
な
く
な
つ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
腹
部
の

せ
ん疝

痛
、
四
肢
の
伸
筋
麻

ひ痺
若
し
く
は
知
覚
異
常
、

そ
う蒼

白
、
関
節
痛
若
し
く
は
筋
肉
痛
が

認
め
ら
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
病
状
を
訴
え
る
労
働
者
に
、
速
や
か
に
、
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
鉛
業
務
に
従
事
す
る
期
間
又
は
鉛
業
務
に
従
事
し
な
く
な
つ
て
か
ら
四
週
間
以
内
に
、
前
項
の
病
状
が
あ
る
と
き
は
、
速
や

か
に
医
師
に
よ
る
診
断
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
者
等
の
就
業
禁
止
）

第
五
十
七
条
　
事
業
者
は
、
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
労
働
者
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
健
康
診
断
又
は
前
条
第
一
項
の
診
断
の
結
果
、
鉛
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認

め
た
労
働
者
を
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
鉛
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
鉛
中
毒
に
か
か
つ
て
い
る
と
き
又
は
鉛
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
健
康
の
保
持
の
た
め
に
適
当
で
な
い
と
医
師
が
認
め
た
と

き
は
、
医
師
が
必
要
と
認
め
る
期
間
、
鉛
業
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章
　
保
護
具
等

（
呼
吸
用
保
護
具
等
）

第
五
十
八
条
　
事
業
者
は
、
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
条
第
五
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
お
け
る
清
掃
の
業
務

二
　
湿
式
以
外
の
方
法
に
よ
る
令
別
表
第
四
第
八
号
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
、
含
鉛
塗
料
を
塗
布
し
た
物
の
含
鉛
塗
料
の
か
き
落
と
し
の
業
務

三
　
第
一
条
第
五
号
ヲ
の
サ
ン
ド
バ
ス
の
業
務
の
う
ち
砂
の
か
き
上
げ
又
は
砂
の
取
替
え
の
業
務

四
　
第
二
十
一
条
の
乾
燥
室
の
内
部
に
お
け
る
業
務

五
　
第
二
十
二
条
の
ろ
過
集
じ
ん
方
式
の
集
じ
ん
装
置
の
ろ
材
の
取
替
え
の
業
務

六
　
第
二
十
三
条
の
二
の
発
散
防
止
抑
制
措
置
に
係
る
鉛
業
務

４
　
事
業
者
は
、
第
一
項
の
業
務
以
外
の
業
務
で
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
事
業
者
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
当
該
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
有
効
な
局
所
排
気
装
置
、
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
、
全
体
換
気
装
置
又
は
排
気
筒
（
鉛
等
若
し
く
は
焼
結
鉱
等
の
溶
融
の
業
務
を
行
う
作
業
場
所
に
設
け
る
排
気
筒
に
限
る
。
）
を
設

け
、
こ
れ
ら
を
稼
動
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
屋
内
作
業
場
以
外
の
作
業
場
に
お
け
る
鉛
等
の
破
砕
、
溶
接
、
溶
断
、
溶
着
又
は
溶
射
の
鉛
業
務

二
　
第
二
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鉛
業
務

三
　
船
舶
、
タ
ン
ク
等
の
内
部
そ
の
他
の
場
所
で
自
然
換
気
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
に
お
け
る
鉛
業
務

６
　
事
業
者
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
で
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
有
効
な
呼
吸
用
保
護
具
を
使
用
す
る
必
要

が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
た
だ
し
書
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場
所
に
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
事
業
者
は
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
の
請
負
人
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
労
働
者
以
外
の
者
が
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
を
使
用
す
る
と
き
は
、
当
該
ホ
ー
ス
マ
ス
ク
の
空
気
の
取
入
口
を
有
害
な
空
気
が
な
い
場

所
に
置
く
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
又
は
作
業
に
従
事
す
る
間
、
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一

項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
呼
吸
用
保
護
具
及
び
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
作
業
衣
）

第
五
十
九
条
　
事
業
者
は
、
鉛
業
務
（
第
一
条
第
五
号
ワ
及
び
令
別
表
第
四
第
九
号
に
掲
げ
る
業
務
を
除
く
。
）
で
粉
状
の
鉛
等
を
取
り
扱
う
も
の
に
労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
労
働
者
に
作
業
衣
を
着
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
労
働
者
に
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
さ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
前
項
の
業
務
の
一
部
を
請
負
人
に
請
け
負
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
請
負
人
に
対
し
、
作
業
衣
又
は
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
す
る
必
要
が
あ
る
旨
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
間
、
作
業
衣
又
は
労
働
衛
生
保
護
衣
類
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
　
鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習

第
六
十
条
　
鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習
は
、
学
科
講
習
に
よ
つ
て
行
う
。
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２
　
学
科
講
習
は
、
鉛
に
係
る
次
の
科
目
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
健
康
障
害
及
び
そ
の
予
防
措
置
に
関
す
る
知
識

二
　
作
業
環
境
の
改
善
方
法
に
関
す
る
知
識

三
　
保
護
具
に
関
す
る
知
識

四
　
関
係
法
令

３
　
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
二
ま
で
及
び
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
鉛
作
業
主
任
者
技
能
講
習
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
第
五
号
ホ
（
鉛
快
削
鋼
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
の
鋳
込
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
号
ト
（
仕
上
げ
の
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
号
チ
（
鉛
等
の
鋳
込
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
　
昭
和
四
十

八
年
四
月
一
日

二
　
第
二
十
三
条
第
四
号
（
第
一
条
第
五
号
イ
、
ハ
、
ホ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
又
は
鉛
合
金
の
溶
融
又
は
鋳
造
の
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
六
条
（
第
五
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
、
第

六
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
、
第
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
、
第
十
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
並
び
に
第
十
五
条
第
三
号
の
局
所
排
気
装
置
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
　
昭

和
四
十
八
年
十
月
一
日

（
廃
止
）

第
二
条
　
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
三
十
五
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
並
び
に
第
三
章
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
鉛
業
務
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

一
　
第
一
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
快
削
鋼
を
製
造
す
る
工
程
に
お
け
る
鉛
の
鋳
込
の
業
務

二
　
第
一
条
第
五
号
ト
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
仕
上
げ
の
業
務

三
　
第
一
条
第
五
号
チ
に
掲
げ
る
鉛
業
務
の
う
ち
鉛
等
の
鋳
込
の
業
務

第
四
条
　
事
業
者
は
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
衛
生
管
理
者
の
免
許
を
受
け
た
者
の
う
ち
か
ら
鉛
作
業
主
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
六
日
労
働
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
二
月
二
七
日
労
働
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
局
所
排
気
装
置
又
は
排
気
筒
が
設
け
ら
れ
て
い
る
焼
成
窯
に
よ
る
焼
成
の
業
務
で
あ
つ
て
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
さ
れ
た
業
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
日
労
働
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の
屋
内
作
業
場
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
第
五
十
二

条
の
二
か
ら
第
五
十
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
八
日
労
働
省
令
第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
計
画
の
届
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
鉛
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
化
学
物
質
等
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
旧
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
五

十
二
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
電
離
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
第
一
項
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
（
以
下
「
旧
事
務
所
則
」
と
い
う
。
）
第
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二
十
四
条
第
一
項
又
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
粉
じ
ん
障
害
防
止
規
則
（
以
下
「
旧
粉
じ
ん
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
旧
有
機
則
第
三
十
七
条
第
三
項
、
旧
鉛
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
四
ア
ル
キ
ル
則
第
二
十
八
条
第
三
項
、
旧
特
化
則
第
五
十
二
条
第
三
項
、
旧
電
離
則
第
六
十
一
条
第
三
項
、
旧
事
務
所
則
第
二
十
五
条
又
は
旧
粉
じ
ん
則
第
二

十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
で
あ
っ
て
、
施
行
日
後
に
開
始
さ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
な
お
法
第
八
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
九
月
一
三
日
労
働
省
令
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
労
働
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
四
日
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
労
働
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式
に

よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
月
一
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
、
又
は
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
相
当
様
式

に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
改
定
を
し
た
上
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る

報
告
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
省
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
報
告
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
報
告

と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
省
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
　
令
和
五
年
四
月
一
日

二
　
第
三
条
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
　
令
和
六
年
四
月
一
日

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
（
第
四
条
及
び
第
八
条
に
限
る
。
）
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
四
月
二
四
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
〇
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
五
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）

様式第1号(第4条関係) 

鉛業務一部適用除外認定申請書 

事 業 の 種 類   

事 業 場 の 名 称   

事 業 場 の 所 在 地 
電話   (   )     

労 働 者 数   

申請に係る鉛業務従事労
働者数 

  

申請に係る鉛業務の概要   

申請に係る鉛業務に関す
る機械、器具その他の設
備 

  

      年  月  日 

事業者職氏名       

 労働基準監督署長殿 

備考 

 1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 2 「申請に係る鉛業務の概要」の欄は、具体的に記入すること。 

 3 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
１
号
の
２
（
第
３
条
の
２
関
係
）
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様
式
第
１
号
の
３
（
第
２
３
条
の
３
関
係
）

様式第1号の3(第23条の3関係) 

発散防止抑制措置特例実施許可申請書 

事業の種類 事業場の名称 事業場の所在地 

    電話   (  )    

労 働 者 数 
  申請に係る発散防止抑制措置が

実施される作業場の鉛業務従事
労働者数 

  

申請に係る発散防止抑
制措置が実施される作
業場の鉛業務の概要 

  

申請に係る発散防止抑
制措置が実施される作
業場において使用する
鉛等又は焼結鉱等の種
類及び量 

種類 消費量 

    

申請に係る発散防止抑
制措置を講じた場合の
当該作業場の鉛の濃度
の測定年月日及び管理
区分 

  

第23条の2第1項の確認
者の氏名及び略歴 

  

安全衛生管理体制の概

要 安全衛生委員会等での審議         有・無 
労働者の代表からの意見の聴取       有・無 

備 考 
  

       年  月  日 

事業者職氏名                       

         労働基準監督署長 殿 

〔備考〕 

 1 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。 

 2 「第23条の2第1項の確認者の氏名及び略歴」の欄中「略歴」にあっては、第23条の2第1項第1号及び第2号の

事項を確認するのに必要な能力に関する資格、職歴、勤務年数等を記入すること。 

 3 申請に係る発散防止抑制措置が他の事業場により製造されたものである場合、「備考」の欄に当該事業場の

名称、連絡先等を記入すること。 

 4 この申請書に記載しきれない事項については、別紙に記載して添付すること。 
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様
式
第
１
号
の
４
（
第
５
２
条
の
３
の
３
関
係
）
（
表
面
）
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様
式
第
１
号
の
４
（
第
５
２
条
の
３
の
３
関
係
）
（
裏
面
）
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様
式
第
２
号
（
第
５
４
条
関
係
）

様式第2号(第54条関係) 

鉛 健 康 診 断 個 人 票 

氏名   
生年月日 年  月  日 雇入年月日 年  月  日 

性 別 男 ・ 女   

鉛 業 務 の 経 歴 
  

健 診 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

年 齢 歳 歳 歳 歳 歳 

1．雇入れ    2．配置替え 
3．定期の別 

          

鉛 業 務 名           

作業条件の簡易な調査の結果           

鉛 に よ る 既 往 歴           

自 覚 症 状           

他 覚 症 状 
          

血液中の鉛の量  (μ g／ 100ml)           

尿中のデルタアミノレブリン酸の量 

(mg／l)  
          

医師が必要と認める者に行う検査           

  

作 業 条 件 の 調 査 の 結 果 
          

貧 血

検 査 

血色素量  ( g／dl)           

赤血球数  (万／mm3)           

赤血球中のプロトポルフィリンの

量           (  ) 
          

神 経 学 的 検 査 
          

そ の 他 の 検 査           

医 師 の 診 断           

健康診断を実施した医師の氏名           

医 師 の 意 見 
          

意 見 を 述 べ た 医 師 の 氏 名           

備 考           

23



備考 

 1 「1．雇入れ 2．配置替え 3．定期の別」の欄は、該当番号を記入すること。 

 2 「鉛業務名」の欄は、労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務の種類を号数で記入す

ること。 

 3 「自覚症状」及び「他覚症状」の欄は、次の番号を記入すること。 

  1．食欲不振、便秘、腹部不快感、腹部の疝痛等の消化器症状 2．四肢の伸筋麻痺又

は知覚異常等の末梢神経症状 3．関節痛 4．筋肉痛 5．蒼白 6．易疲労感 7．倦

怠感 8．睡眠障害 9．焦燥感 10．その他 

 4 血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査について、鉛中毒予防

規則第53条第2項の規定により、医師が必要でないと認めて省略した場合には、「血液中

の鉛の量」及び「尿中のデルタアミノレブリン酸の量」の欄に「＊」を記入すること。

この場合、必要により備考欄にその理由等を記入すること。 

 5 「赤血球中のプロトポルフィリンの量」の欄の( )内には、「μg／100ml全血」、「μg

／100ml赤血球」等の単位を記入すること。 

 6 「医師の診断」の欄は、異常なし、要精密検査、要治療等の医師の診断を記入するこ

と。 

 7 「医師の意見」の欄は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された場合に、就

業上の措置について医師の意見を記入すること。 

せん 

しよう けん 

ひ 

そう 
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様
式
第
３
号
（
第
５
５
条
関
係
）
（
表
面
）

様式第3号(第55条関係)(表面) 

 

 鉛健康診断結果報告書        

 

 

標準字体 

 

  

  

ページ  総ページ 

 

労働保

険番号 

 

在籍労

働者数 
人  

事業場

の名称 
  

事業の

種 類 
  

事業場の

所在地 

郵便番号(       ) 

 

電話    (   )           
 

対象年 

7：平成 

9：令和 

  →  

 

( 月～ 月分)(報告 回目) 
健診年月日 

7：平成 

9：令和 

  →  

健康診断実施

機 関 の 名 称 
  

健康診断実施

機関の所在地 
  受診労働者数 

人 

鉛 業 務 名 

     鉛業務コード 

 

 具体的業務内容 

 

従 事 労 働 者 数 

人 

  実 施 者 数 有 所 見 者 数 

作業条件の調査人数 

 

人 

他 覚

所 見 人 人 

貧 血

検 査 人 人 

所見のあった者の人数 

(他覚所見のみを除く。) 人 

神経学的

検 査 人 人 
医 師 の 指 示 人 数 

人 

  血 液 中 の 鉛 の 量 尿中のデルタアミノレブリン酸の量 赤血球中のプロトポルフィリンの量 

実施者数 
人 人 人 

分

布 

1 
人 人 人 

2 
人 人 人 

3 
人 人 人 

 

産
業
医 

 氏 名 
 
所属機関の名称

及 び 所 在 地 

 

 

        年  月  日 

                 事業者職氏名 

受 付 印    

        労働基準監督署長殿 
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様
式
第
３
号
（
第
５
５
条
関
係
）
（
裏
面
）

様式第3号(第55条関係)(裏面) 

 備考 

  1 □□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字

は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙

は汚したり、穴をあけたり、必要以上に折り曲げたりしないこと。 

  2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとすること。 

  3 記入枠の部分は、必ず黒のボールペンを使用し、様式右上に記載

された「標準字体」にならつて、枠からはみ出さないように大きめ

のアラビア数字で明瞭に記載すること。 

  4 「対象年」の欄は、報告対象とした健康診断の実施年を記入する

こと。 

  5 1年を通し順次健診を実施して、一定期間をまとめて報告する場合

は、「対象年」の欄の( 月～ 月分)にその期間を記入すること。ま

た、この場合の健診年月日は報告日に最も近い健診年月日を記入す

ること。 

  6 「対象年」の欄の(報告 回目)は、当該年の何回目の報告かを記

入すること。 

  7 「事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類によつて記入

すること。 

  8 「健康診断実施機関の名称」及び「健康診断実施機関の所在地」

の欄は、健康診断を実施した機関が2以上あるときは、その各々につ

いて記入すること。 

 

  9 「在籍労働者数」、「従事労働者数」及び「受診労働者数」の欄は、

健診年月日現在の人数を記入すること。なお、この場合、「在籍労働

者数」は常時使用する労働者数を、「従事労働者数」は別表1に掲げ

る鉛業務に常時従事する労働者数をそれぞれ記入すること。 

  10 「鉛業務名」の欄は、別表1を参照して、該当コードを全て記入

し、( )内には具体的業務内容を記載すること。なお、該当コード

を記入枠に記入しきれない場合には、報告書を複数枚使用し、2枚目

以降の報告書については、該当コード及び具体的業務内容のほか「労

働保険番号」、「健診年月日」及び「事業場の名称」の欄を記入する

こと。 

  11 「分布」の欄中「血液中の鉛の量」、「尿中のデルタアミノレブリ

ン酸の量」及び「赤血球中のプロトポルフィリンの量」については、

別表2を参照して、それぞれ該当者数を記入すること。 

  12 「所見のあつた者の人数」の欄は、各健康診断項目の有所見者数

の合計ではなく、健康診断項目のいずれかが有所見であつた者の人

数を記入すること。ただし、他覚所見のみの者は含まないこと。 

  13 「医師の指示人数」の欄は、健康診断の結果、要医療、要精密検

査等医師による指示のあつた者の数を記入すること。 

 

別表1 

コード 鉛 業 務 の 内 容 コード 鉛 業 務 の 内 容 

01 

 鉛の製練又は精錬を行う工程における焙焼、焼結、溶鉱又は

鉛等若しくは焼結鉱等の取り扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融

するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルを超えない作業

場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳

造の業務を除く。コード02から07まで、12及び16において同

じ。) 

08 

 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶

接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行う鋲打ちに限る。)、加熱、

圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務 

09  鉛装置の内部における業務 

10 
 鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(コード09に掲げる

業務を除く。) 

02 

 銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行う工程における溶鉱(鉛を3

パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶

鉱に連続して行う転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライ

ム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行う工程において生ずるもの

に限る。)の取扱いの業務 

11 
 転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業

務 

12 

 ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有

する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程にお

ける鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被

鉛若しくは剥鉛の業務 

03 

 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体す

る工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、

練粉、充填、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは

運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しく

はこれらから取り出す業務 
13 

 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に

行う業務を除く。コード14から16までにおいて同じ。) 

14 
 鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉又は当該施釉を行

つた物の焼成の業務 04 
 電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、剥

鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務 

15 

 鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付け又は当該絵付け

を行つた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又

は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成釜による

焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。) 

05 

 鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び

鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する

工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切

断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込

の業務 

16 
 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当

該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務 

06 

 鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する

物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において

鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌、ふるい分

け、か焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッ

パー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務 

17 
 動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解

版の業務 

18 
 コード01から08まで又は10から17までに掲げる業務を行う

作業場所における清掃の業務 07  鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。) 

 

別表2 

検 査 内 容 単 位 
分 布 

1 2 3 

血液中の鉛の量 μg／100ml  20以下  20超 40以下  40超 

尿中のデルタアミノレブリン酸の量 mg／l   5以下   5超 10以下  10超 

赤血球中のプロトポルフィリンの量 μg／100ml赤血球 100以下 100超 250以下 250超 
 

ゆう 

びよう びよう 

ばい 

ゆう ゆう ゆう 

かくはん 
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